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中止基準に該当する要因の発生

専門相談中止の検討

中止決定・通知

中止不要の場合、
処理なし

※相談日の前開庁日に中止をお知らせし、
当日連絡しない旨の了承を得た場合、省略可。

※相談者に連絡がつかない
場合、ＨＰ等で情報発信す
る。

年度内の振替候補
日・場所等の検討 振替日等の調整

振替日の調整が
できた場合

振替日等の通知

年度内の振替日の調整
ができなかった場合

キャンセル扱いとなる
旨の連絡

担当弁護士の報告

専門相談中止の流れ

担当相談員等への
中止通知

※ここからは
弁護士相談のみの対応


